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１.地区計画とは 

 地区計画とは、地域の特性に応じて特定の制限や緩和を定める「地区レベルの都市

計画」です。きめ細かいルールを定めることにより、無秩序な開発・建築を防止すると

ともに良好な都市環境の形成を図ります。 

 明和町における地区計画の内容は「明和町地区計画区域内における建築物の制限に

関する条例」（以下、「条例」という）に定められています。各地区計画の区域内で「土

地の区画形質の変更」や「建築物の建築」等をする場合は、条例の内容に適合していな

ければなりません。 

 

２.各地区計画の概要 

区
域
区
分 

名  称 告 示 日 
条例施行日 

（基準日） 

地区の区分 

（用途地域） 

建築物等に関する

事項における制限 

市

街

化

区

域 

明和 
入ヶ谷南 
工業団地地区 

平成３１年１月２５日 令和元年９月５日 

Ａ地区 
（工業専用地域） 

用途の制限 
敷地面積の最低限度 

Ｂ地区 
（準工業地域） 

用途の制限 
敷地面積の最低限度 
壁面の位置の制限 
高さの最高限度 

川俣駅周辺地区 

当初 
令 和 ２ 年 ８ 月 ７ 日 

令和４年１２月６日 （近隣商業地域） 
用途の制限 
高さの最高限度 変更 

令和４年８月２４日 

明和町役場 
庁舎周辺地区 

令和２年１２月２５日 令和４年１２月６日 （第二種住居地域） 

用途の制限 
容積率の最高限度 
建ぺい率の最高限度 
壁面の位置の制限 
高さの最高限度 

明和東部 
工業団地地区 

当初 
令和２年１２月２５日 

令和４年１２月６日 

Ａ地区 
（工業専用地域） 

用途の制限 
敷地面積の最低限度 

変更 
令和４年８月２４日 

Ｂ地区 
（工業専用地域） 

用途の制限 
敷地面積の最低限度 

明和矢島地区 

当初 
令和２年１２月２５日 

令和４年１２月６日 

Ａ地区 
（準工業地域） 

用途の制限 

敷地面積の最低限度 変更 
令和４年８月２４日 

Ｂ地区 
（準工業地域） 

明和大輪中 
工業団地地区 

令和６年５月２１日 令 和 ６ 年 ６ 年 ４ 日 （工業専用地域） 
用途の制限 
敷地面積の最低限度 

市

街

化

調

整

区

域 

明和 
矢島大佐貫地区 

令和６年４月１日 令和６年４月１日 

Ａ地区 
【住宅地区】 

用途の制限 
容積率の最高限度 
建ぺい率の最高限度 
敷地面積の最低限度 
高さの最高限度 

Ｂ地区 
【生活利便施設誘導地区】 
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３．地区計画区域内の届出について  

地区計画区域内で届出の必要な行為をする場合は、工事（行為）着手の３０日前まで

に都市建設課に「届出書」を提出する必要があります（都市計画法第 58 条の２）。 

また、届出内容を変更した場合は、「変更届出書」を提出してください。 

なお、地区計画の内容に適合しない場合には、設計変更などの勧告を受けることに

なり、その工事（行為）に着手することは出来ません。 

 

【届出から工事着手までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画の区域内における行為の届出 

勧告 

適合の通知 

開発許可申請 

建築確認申請 

工事着手 

開
発
許
可
が
不
要
の
場
合 

建
築
確
認
内
容
に
変
更
等
が
生
じ
た
場
合 

提出先：明和町都市建設課 

提出先：群馬県太田土木事務所

※１ 

提出先：群馬県太田土木事務所 

    または指定確認検査機関 

設計変更等 

建築計画・設計 明和町都市建設課へ事前相談 

（地区計画及び条例の内容について） 

不適合 

適合 

適合 

※１開発規模 10,000 ㎡以上又は開発審査会案件は群馬県建築課の審査となります。 

※各申請において審査に要する期間は、直接提出先にご確認ください。 

相談・指導 



3 
 

届出が必要な行為 

 地区計画の区域内において、次の工事（行為）を行う場合は、届出が必要となりま

す（都市計画法第 58 条の２）。 

 

（１） 土地の区画形質の変更をする場合 

（２） 建築物の建築（新築・改築・増築等）をする場合 

（３） その他政令（都市計画法施行令第 38 条の４）で定める行為を行う場合 

・建築物等の用途の変更 

届出を必要としない行為 

 都市計画法施行令第 38 条の５に定める通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

については届出は不要です。 

 

都市計画法施行令第 38 条の５【抜粋】 

１ 次に掲げる土地の区画形質の変更 

イ 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で

行う土地の区画形質の変更 

ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更 

ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更 

２ 次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設 

イ 前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の建設 

ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル

以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設 

ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設 

ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空

中線系（その支持物を含む。）、旗ざおその他これらに類する工作物の建設 

ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建

築又は工作物の建設 

3 次に掲げる建築物等の用途の変更 

イ 建築物等で仮設のものの用途の変更 

ロ 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更 

４ 次に掲げる木竹の伐採 

イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 

ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 

ニ 仮植した木竹の伐採 

ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 

５ 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行 

う行為 
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開発許可を要する一般住宅等分譲事業に伴う届出の例 

建売分譲の場合 

 各分譲区画及び建売する建築物が地区計画に適合するか確認します。「土

地の区画形質の変更」と「建築物の建築」について、都市計画法第５８条の２

に基づく届出を行ってください。 

 

【建売分譲における申請フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★１戸の開発行為及び住宅建築も同じ手続きとなります。 

農 地 

開発道路 

一般住宅 一般住宅 一般住宅 

開発行為の許可申請 

及び 

農地転用手続き 

開発行為の許可 

開発道路等の築造 

造成完了 

建築確認申請 

建築物の建築 

土地・建物売買 

地区計画の届出 

《区画・建築適合》 

・開発申請者が提出 

・建築物の用途、敷地面積の 

最低限度、容積率、建ぺい率、 

高さの最高限度等について確認 

既
存
道
路 
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土地分譲の場合 

 各分譲区画及び想定している建築物が地区計画に適合するか確認します。

「土地の区画形質の変更」について、都市計画法第５８条の２に基づく届出を

行ってください。なお、土地分譲・売買が完了し建築計画が確定したら、「建

築物の建築」について、改めて都市計画法第５８条の２に基づく届出を行って

ください。 

 

【土地分譲における申請フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発行為の許可申請 

及び 

農地転用手続き 

開発行為の許可 

開発道路等の築造 

造成完了 

土地分譲 

建築確認申請 

地区計画の届出 

《区画適合》 

・開発申請者が提出 

・建築物の用途、敷地面積の 

最低限度等について確認 

 

地区計画の届出 

《建築適合》 

建築物の建築 

・建築確認申請者が提出 

・建築物の用途、容積率、建ぺい率、 

高さの最高限度等について確認 

 

農 地 

開発道路 

想定 
建築物 

 

既
存
道
路 

開発道路 

一般住宅 一般住宅 一般住宅 

既
存
道
路 

想定 
建築物 

 

想定 
建築物 

 

※一般住宅の用途として開発 
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届出に必要な書類 

【届出書類】 

① 地区計画の区域内における行為の届出書       ２部 

  （地区計画の区域内における行為の変更届出書）    ２部 

② 添付図面                     ２部 

 

【届出先】 

 明和町都市建設課都市開発係 

 ０２７６－８４－３１１１ 

 

【期日】 

 工事（行為）着手の３０日前までに提出してください。 
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届出に必要な添付図面 

届出行為の種類 土地の区画

形質の変更 

建築物の建築 工作物の建設 

（明和入ヶ谷南工業団地地区） 

（明和町役場庁舎周辺地区） 

建築物等の用

途の変更 

新築、改築、増築又

は移転 

新設、増設又は移転 

添

付

図

面 

位置図 ※１ 

(1/1000 以上) 

    

公図     

土地求積図     

配置図 ※２ 

(1/100 以上) 

    

建物求積図     

建物各階平面図 

(1/50 以上) 

    

建物立面図 

(2 面以上) 

(1/50 以上) 

    

設計図 ※３ 

(1/100 以上) 

    

日影図（任意）     

その他（任意）     

※１ 周辺の位置関係と行為を行う土地の区域を表示。地番を明記。 

※２ 敷地内における建物又は工作物の位置を表示。敷地面積、建築面積、延べ床面 

積、壁面位置、植栽面積・配置等を明記。 

※３ 造成計画等の平面図、縦横断図、構造図等。 

★行為の規模により、図面が適切に表示できない場合は、規模に応じた縮尺の図面を

提出してください。 

★基準日前から敷地面積の規定に適合していない場合などは、「土地登記簿謄本の写

し」が必要です。 

 

変更の届出 

 届出を行った後、設計又は施工方法等を変更する場合は、「地区計画の区域内にお

ける行為の変更届出書」を２部提出する必要があります。なお、届出時に添付した図

面のうち、変更のない図面については省略することができます。 

 

 



8 
 

行為の取りやめ・取下げの届出 

 届出を行った後、何らかの理由で行為を取りやめ・取り下げたい場合は、「地区計

画区域内における行為の取下げ届出書」（※様式任意）を２部提出する必要があります。

 



 
 

 

４．各地区計画の内容 

       

 

明和入ヶ谷南工業団地地区 

川俣駅周辺地区 

明和町役場庁舎周辺地区 

明和東部工業団地地区 

明和矢島地区 

明和矢島大佐貫地区 

明和大輪中工業団地地区 
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〇明和入ヶ谷南工業団地地区 

地区整備計画 

名  称 明和入ヶ谷南工業団地地区地区計画 

位  置 邑楽郡明和町入ヶ谷及び矢島の各一部 

面  積 約１４．７ha 

 

 

 

 

 

 

区 

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 隣接する既存工業団地については、本町と隣接町にまたがり、産

業拠点として多くの工場が立地する工業団地となっている。 

 そこで、本区域は当該工業団地と一体となり、新たな工場的土地

利用を図るとともに、隣接する集落の住環境の保全を図ることを目

標とする。 

土地利用の方針 既存の工業団地と一体となった産業拠点として、隣接する地区集

落の住環境向上と併せて産業集積に向けた適正な土地利用計画と

する。 

建築物等の整備方針 良好な工業団地の形成を図るため、建築物の用途の制限等を定め

る。 

地区施設の整備方針 開発行為に伴う雨水の流出増に対応した貯留施設の整備等、開発

規模に応じた排水対策を講じ、地区集落との緩衝帯を設ける。 

地区施設の 

配置及び規模 

道路    幅員１５m 延長約８８０ｍ 

緑地    １箇所 約０．５ｈａ 

調整池(西) 必要調節容量 ２，０３８ｍ３以上 

          許容放流量  ０．０２５ｍ３／ｓ以下 

          一次放流先  既設ボックス（町管理） 

調整池(東) 必要調節容量 １１，０６２ｍ３以上 

          許容放流量  ０．１３６ｍ３／ｓ以下 

        一次放流先  一級河川谷田川（群馬県管理） 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地 区 の

区分 

地区の名称 Ａ地区（工業専用地域） Ｂ地区（準工業地域） 

地区の面積 約９.７ha 約５.０ha 

建築物の用途の制限 

 

建築物の用途は、用途地域の

制限を受けるものに加え、次の

各号に掲げる建築物は建築し

てはならない。 

（１）店舗 

（２）カラオケボックス等 

（３）畜舎 

（４）パン屋、米屋、豆腐屋、

菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、

自転車店等で作業場の床面積

 建築物の用途は、用途地域の制

限を受けるものに加え、次の各号

に掲げる建築物は建築してはなら

ない。 

（１）住宅、共同住宅、寄宿舎、

下宿、兼用住宅 

（２）店舗 

（３）ホテル、旅館 

（４）ボーリング場、スケート場、

水泳場、ゴルフ練習場、バッティ
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が 50 ㎡以下 

（５）卸売市場、火葬場、と畜

場、汚物処理場、ごみ焼却場、

廃棄物処理施設等の処理施設 

（６）風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律第

2 条第 1 項、同条第 6 項から

第 11 項及び第 13 項までに規

定する営業の用に供するもの 

（７）老人福祉センター、児童

厚生施設等 

（８）自動車教習所 

ング練習場等 

（５）カラオケボックス等 

（６）麻雀屋、パチンコ屋、射的

場、馬券・車券発売所等 

（７）劇場、映画館、演芸場、観

覧場 

（８）キャバレー、ダンスホール

等、個室付き浴場等 

（９）幼稚園、小学校、中学校、

高等学校 

（10）大学、高等専門学校、専修

学校等 

（11）図書館等 

（12）病院 

（13）公衆浴場、診療所 

（14）老人ホーム、身体障害者福

祉ホーム等 

（15）老人福祉センター、児童厚

生施設等 

（16）自動車教習所 

（17）畜舎 

（18）パン屋、米屋、豆腐屋、菓

子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自

転車店等で作業場の床面積が 50

㎡以下 

（19）危険性や環境を悪化させる

恐れがやや多い工場若しくは危険

性が大きいか又は著しく環境を悪

化させるおそれがある工場 

（20）火薬、石油類、ガスなどの

危険物の貯蔵、処理の量がやや多

い施設若しくは多い施設 

（21）卸売市場、火葬場、と畜場、

汚物処理場、ごみ焼却場、廃棄物

処理施設等の処理施設 

（22）風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律第 2 条第

1 項、同条第 6 項から第 11 項及

び第 13 項までに規定する営業の

用に供するもの 
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建築物の敷地面積の 

最低限度 

１，０００㎡ 

（ただし、公共の用に供するものについては、この限りではない。） 

壁面の位置の制限 なし  県道矢島大泉線に面する部分に

おいて建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線までの

距離は、下記に掲げるものを除き

４ｍ（高さ 10ｍ未満の建築物に

あっては２ｍ）以上でなければな

らない。 

（１）物置その他これに類する用

途に供するもので、軒の高さが２．

３ｍ以下で、かつ、床面積の合計

が１０㎡以下のもの 

（２）軒の高さが２．３ｍ以下の

車庫 

（３）出窓等で、外壁又はこれに

代わる柱の中心線の長さが３ｍ以

下のもの 

  建築物の高さの 

最高限度 

なし 建築物の高さは、地盤面から２

０ｍ以下でなければならない。 
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〇川俣駅周辺地区  

地区整備計画 
名  称 川俣駅周辺地区地区計画 

位  置 邑楽郡明和町新里及び中谷の各一部 

面  積 約 5.0ha 

区 

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 本区域は、町の中央に位置し、東武伊勢崎線川俣駅を中心とした

交通利便性を活かした交通結節点として、川俣駅を中心とした医療・

商業施設や社会福祉施設等の立地・誘導を図る都市機能誘導区域と

して位置付けられている。 

 そこで、本区域は、川俣駅周辺の限られた用地等を活かしながら

医療・商業施設、社会福祉施設等、多くの都市機能誘導施設を整備

し、コンパクトで活力と魅力あるまちなかの形成を図ることを目標

とする。 

土地利用の方針 町の中心拠点である交通結節点として、医療・商業施設、社会福

祉施設及び宿泊施設等の誘導に向けた適正な土地利用計画とする。 

建築物等の整備方針 川俣駅周辺の医療・商業施設、社会福祉施設及び避難場所の機能

を有した宿泊施設等、適正な配置及び規模の公共公益施設を備える

都市機能が集積する地区であり、川俣駅を中心とした合理的かつ健

全な土地の高度利用を促進し、コンパクトで活力と魅力あるまちな

かの形成を図るため、建築物の用途の制限等を定める。 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物の用途の制限 

 

建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、次の各号

に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１)ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する   

建築基準法施行令第 130 条の６の２で定める運動施設 

(２)カラオケボックスその他これに類するもの 

(３)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車

券売場その他これらに類するもの 

(４)自動車教習所 

(５)倉庫業を営む倉庫 

(６)畜舎 

(７)自動車修理工場 

建築物の高さの 

最低限度 

25ｍ以下 
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〇明和町役場庁舎周辺地区 

地区整備計画 
名  称 明和町役場庁舎周辺地区地区計画 

位  置 邑楽郡明和町田島、南大島及び新里の各一部 

面  積 約 8.9ha 

区 

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標  本区域は、町の中央に位置し、役場庁舎、ふるさと産業文化館、海

洋センター、明和町立こども園、ふるさとの広場（公園）等の公共公

益施設が集積しており、公衆の利便性が高い区域である。 

本区域の地域特性を活かした公共公益施設の集積地である業務拠

点として、公衆の利便性及び都市機能の維持増進を図るものとする。 

土地利用の方針 公共公益施設の集積地として、緑豊かな環境と調和のとれた良好な

住環境の形成を図るものとする。 

建築物等の整備方針 公共公益施設として町民の利便性と安全性の向上を図るとともに、

地区の良好な住環境を保持するため、建築物の用途の制限等を定め

る。 

地

区

整

備

計

画 

 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物の用途制限 

 

次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 

 (１)学校、図書館その他これらに類するもの 

 (２)体育館 

 (３)水泳場 

 (４)地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物 

 (５)老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

 (６)公衆便所、休憩所、公衆電話所 

 (７)前各号の建築物に附属するもの 

建築物の容積率の最

高限度 

200％ 

建築物の建ぺい率の

最高限度 

60％ 

壁面の位置の制限  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離

は２ｍ以上、臨地境界線までの距離は１ｍ以上とする。ただし、守衛

所、自転車駐車場、玄関ポーチその他これらに類するもので階数が１

のものはこの限りではない。 

建築物の高さの最高

限度 

２５ｍ 
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〇明和東部工業団地地区 

地区整備計画 
名  称 明和東部工業団地地区計画 

位  置 邑楽郡明和町斗合田、下江黒、上江黒及び千津井の各一部 

面  積 約 44.5ha 

区 

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標  本区域周辺は、工業開発が積極的に進められ、東北自動車道などの広

域交通網を活かしながら、関東内陸の工業都市として産業集積を図るこ

ととなっている。 

 そこで、本区域は、既存工業用地と一体となり、新たな工場的土地利

用を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 既存工業用地と一体となった産業拠点として、産業集積に向けた適正

な土地利用計画とする。 

建築物等の整備方針 良好な工業団地の形成を図るため、建築物の用途の制限等を定める。 

地区施設の整備方針 開発行為に伴う雨水の流出増に対応した貯留施設の整備等、開発規模

に応じた排水対策を講じる。 

地

区

整

備

計

画 

 

地区施設の配置 

及び規模 

道路  幅員６m 以上 延長約 550ｍ 

調整池 必要調節容量及び許容放流量、放流先の位置については、「都

市計画法による市街化区域および市街化調整区域の区域区分と

治水事業との調整措置等に関する方針について（昭和４５年１月

８日局長通達）」に則り協議した結果（以下、「治水協議結果」

とする。）に基づくものとする。 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の 

区 分 

名称 

面積 

Ａ地区（工業専用地域） 

約 29.3ha 

Ｂ地区（工業専用地域） 

約 15.2ha 

建築物の用途の 

制限 

 

建築物の用途は、用途地域の制

限を受けるものに加え、次の各号

に掲げる建築物は、建築してはな

らない。  

(１)店舗その他これらに類する

用途に供するもの  

(２)カラオケボックスその他こ

れに類するもの  

(３)畜舎 

 (４)建築基準法施行令第 130条 

建築物の用途は、用途地域の制

限を受けるものに加え、次の各号

に掲げる建築物は、建築してはな

らない。 

(１)店舗その他これらに類する 

用途に供するもの 

(２)カラオケボックスその他こ  

れに類するもの 

 (３)畜舎 

 (４)建築基準法施行令第130条 
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  の３第４号及び第５号に掲げ

るもの   

(５)卸売市場、火葬場又はと畜  

場、汚物処理場、ごみ焼却場  

その他政令第 130 条の２の

２で定める処理施設の用途に

供する建築物 

(６)風俗営業等の規制及び業務  

の適正化等に関する法律第２  

条第１項、同条第６項から第  

11 項及び第 13 項までに規

定する営業の用に供するもの 

(７)老人福祉センター、児童厚  

生施設その他これらに類する  

もの 

(８)自動車教習所 

  の３第４号及び第５号に掲げ  

るもの 

(５)卸売市場、火葬場又はと畜  

場、汚物処理場、ごみ焼却場 

(６)風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律第２

条第１項、同条第６項から第

11 項及び第 13 項までに規

定する営業の用に供するもの 

(７)老人福祉センター、児童厚 

生施設その他これらに類する 

もの 

(８)自動車教習所 

敷地面積の 

最低限度 

1,000 ㎡（ただし、公共の用に供

するものについては、この限りで

はない。） 

1,000 ㎡（ただし、公共の用に供

するものについては、この限りで

はない。） 
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〇明和矢島地区 

地区整備計画 
名  称 明和矢島地区地区計画 

位  置 邑楽郡明和町矢島の各一部 

面  積 約 12.5ha 

区 

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標  隣接する既存工業団地は、本町と隣接町にまたがり、産業拠点として

多くの工場が立地する工業団地となっている。 

 そこで、本区域は、国道 122 号バイパスの道路交通アクセスの良さ

を最大限に活かし、広域から集客できる大規模集客施設及び観光施設

（工場体験施設など）を有した施設の立地を誘導し、本町をはじめ群馬

県内外の交流人口の拡大と併せて、良好な周辺環境を備えた地区とする

ことを目標とする。 

土地利用の方針 活力ある市街地形成を目指し、大規模集客施設及び観光施設（工場体

験施設など）を有する施設の立地を推進する。大規模集客施設及び観光

施設（工場体験施設など）の立地による交流拠点としての機能を補完す

るための駐車施設の誘導を図る。地域の住環境に配慮した緑化や景観と

の調和、道路と施設の一体的整備、自然災害に備えた防災機能の導入な

ど、周辺住民、施設利用者に開放的で潤いのある都市空間の創出を図る。 

建築物等の整備方針 良好な交流拠点の形成を図るため、建築物の用途の制限等を定める。 

地区施設の整備方針 土地利用転換に伴って発生する自動車交通を適切に処理するととも

に、歩行者等の安全を確保するため、当地区に隣接する町道 3-108 号

線の道路改良を行う。 

また、開発行為に伴う雨水の流出増に対応した貯留施設の整備等、開

発規模に応じた排水対策を講じる。 

地

区

整

備

計

画 

 

地区施設の配置 

及び規模 

 道路  幅員 15m 延長約 180ｍ 

 調整池 必要調節容量及び許容放流量、放流先の位置については、「都

市計画法による市街化区域および市街化調整区域の区域区分

と治水事業との調整措置等に関する方針について（昭和４５年

１月８日局長通達）」に則り協議した結果（以下、「治水協議

結果」とする。）に基づくものとする。 

建

築

物

等

に

関

す

地区の 

区 分 

名称 

面積 

Ａ地区（準工業地域） 

約 10.5ha 

Ｂ地区（準工業地域） 

約 2.0ha 

建築物の用途制限 

 

建築物の用途は、用途地域の制

限を受けるものに加え、次の各号

に掲げる建築物は、建築してはな

らない。 

（１）住宅、共同住宅、寄宿舎 

建築物の用途は、用途地域の制

限を受けるものに加え、次の各号

に掲げる建築物は、建築してはな

らない。 

（１）住宅、共同住宅、寄宿舎
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る

事

項 

又は下宿 

（２）住宅で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ね

るもの 

（３）ホテル又は旅館 

（４）ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これらに類

するもののうち建築基準法施

行令（以下「政令」という。）

第 130 条の６の２で定める

運動施設 

（５）カラオケボックスその他

これに類するもの 

（６）マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これ

らに類するもの 

（７）劇場、映画館、演芸場若

しくは観覧場又はナイトクラ

ブその他これに類する政令第

130 条の７の３で定めるも

の 

（８）キャバレー、料理店その

他これらに類するもの 

（９）学校、図書館その他これ

らに類するもの 

（10）病院又は診療所 

（11）寺院、教会その他これら

に類するもの 

（12）公衆浴場 

（13）老人ホーム、保育所、福

祉ホームその他これらに類す

るもの 

（14）老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類す

るもの 

（15）自動車教習所 

（16）政令第 130 条の５第４

号で定める畜舎 

（17）卸売市場、火葬場又はと

又は下宿 

（２）住宅で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ね

るもの 

（３）店舗、飲食店その他これ

らに類する用途に供するもの

でその用途に供する部分の床

面積の合計が 10,000 ㎡以

上のもの 

（４）ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これらに類

するもののうち建築基準法施

行令（以下「政令」という。）

第 130 条の６で定める運動

施設 

（５）カラオケボックスその他

これに類するもの 

（６）マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これ

らに類するもの 

（７）劇場、映画館、演芸場若

しくは観覧場又はナイトクラ

ブその他これに類する政令第

130 条の７の３で定めるも

の 

（８）キャバレー、料理店その

他これらに類するもの 

（９）学校、図書館その他これ

らに類するもの 

（10）病院又は診療所 

（11）寺院、教会その他これら

に類するもの 

（12）老人ホーム、保育所、福

祉ホームその他これらに類す

るもの 

（13）老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類す

るもの 

（14）自動車教習所 
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畜場、汚物処理場、ごみ焼却

場その他政令第 130 条の２

の２で定める処理施設の用途

に供する建築物 

（18）風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律第

２条第１項、同条第６項から

第 11 項及び第 13 項までに

規定する営業の用に供するも

の 

（15）政令第 130 条の５第４

号で定める畜舎 

（16）卸売市場、火葬場又はと

畜場、汚物処理場、ごみ焼却

場その他政令第 130 条の２

の２で定める処理施設の用途

に供する建築物 

（17）風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律第

２条第１項、同条第６項から

第 11 項及び第 13 項までに

規定する営業の用に供するも

の 

敷地面積の 

最低限度 

50,000 ㎡（ただし、公共の用に

供するものについては、この限り

ではない。） 

1,000 ㎡（ただし、公共の用に供

するものについては、この限りで

はない。 
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〇明和矢島大佐貫地区 

地区整備計画 
名  称 明和矢島大佐貫地区地区計画 

位  置 邑楽郡明和町矢島及び大佐貫の各一部 

面  積 約 24.3ha 

区 

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標  本地区は、町中西部に位置する市街化調整区域の既存集落であり、地

区内には、住宅、神社、公民館、消防団詰所、飲食店、銀行等が立地し

ている。また、122 号、主要地方道佐野行田線及び県道上中森川俣停

車場線が交差する交通の要所であることから、今後も良好な集落の形成

を目指すべき地区である。 

 一方で、近年は人口減少や高齢化が進み、地域コミュニティの維持が

深刻な課題となっている。さらに、近隣では大規模集客施設の立地によ

り、本地区を含む周辺地域では無秩序な開発による環境の悪化が懸念さ

れている。 

 このことから、地区計画を定めることにより住宅や生活利便施設等を

計画的に誘導し、定住人口の維持を目指すものである。 

土地利用の方針 A 地区【住宅地区】 

 閑静な住宅地として、良好な居住環境の維持保全を図る。 

 

B 地区【生活利便施設誘導地区】 

住宅地区との調和に配慮するとともに、国道に接する利便性を活か

し、地域住民の日常生活に配慮した店舗等も建築できる地区として良好

な居住環境の形成を図る。 

建築物等の整備方針 調和のとれた良好な居住環境の形成を図るため、建築物等の用途の制

限、建築物の容積率・建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限

度、建築物等の高さの最高限度のそれぞれについて定める。 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の区分 Ａ地区【住宅地区】 Ｂ地区【生活利便施設誘導地区】 

面積 約 20.9ha 約 3.4ha 

建築物の用途の 

制限 

 

次の各号に掲げる建築物以外は、

建築してはならない。 

（１）建築基準法（昭和 25 年法

律第 201 号）別表第二（ろ）項に

掲げる建築物 

（２）建築基準法施行令第 130 条

の５の３第３号に掲げる建築物の

用途に供するものでその用途に供

する部分の床面積の合計が 500

ｍ2 以内のもの（３階以上の部分

次の各号に掲げる建築物以外は、

建築してはならない。 

（１）建築基準法（昭和 25 年法

律第 201 号）別表第二（ろ）項に

掲げる建築物 

（２）建築基準法施行令第 130 条

の５の３第２号に掲げる建築物の

用途に供するものでその用途に供

す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が

1,000ｍ2 未満のもの（３階以上
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をその用途に供するものを除く。） の部分をその用途に供するものを

除く。） 

（３）建築基準法施行令第 130 条

の５の３第３号に掲げる建築物の

用途に供するものでその用途に供

する部分の床面積の合計が 500

ｍ2 以内のもの（３階以上の部分

をその用途に供するものを除く。） 

 

容積率の最高限度 15/10 20/10 

建ぺい率の最高限

度 

6/10 

ただし、群馬県建築基準法施行細

則（昭和 58 年群馬県規則第 48

号）第 19 条の規定により知事が

指定する敷地の内にある建築物に

ついては、7/10 

6/10 

ただし、群馬県建築基準法施行細

則（昭和 58 年群馬県規則第 48

号）第 19 条の規定により知事が

指定する敷地の内にある建築物に

ついては、7/10 

建築物の敷地面積

の最低限度 

260 ㎡ 500 ㎡ 

ただし、建築物等の用途の制限

（１）に掲げる建築物は 260ｍ2

とする 

建築物等の高さの

最高限度 

10ｍ 12ｍ 
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〇明和大輪中工業団地地区 

地区整備計画 
名  称 明和大輪中工業団地地区地区計画 

位  置 邑楽郡明和町大輪の一部 

面  積 約 19.8ha 

区 

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標  本区域周辺は、工業開発が積極的に進められ、東北自動車道などの広

域交通網を活かしながら、関東内陸の工業都市として産業集積を図る地

域である。 

 そこで、本地区においても、一体的な土地利用を推進することにより、

工業団地としての良好な環境の形成を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 既存工業用地と一体となった産業拠点として、産業集積に向けた適正

な土地利用計画とする。 

地区施設の整備方針 開発行為に伴う雨水の流出増に対応した貯留施設の整備等、開発規模

に応じた排水対策を講じる。 

建築物等の整備方針 

 

良好な工業団地の形成を図るため、建築物の用途の制限等を定める。 

地

区

整

備

計

画 

 

地区施設の配置 

及び規模 

調整池 

 必要調節容量及び許容放流量、放流先の位置については、「都市計画

法による市街化区域および市街化調整区域の区域区分と治水事

業との調整措置等に関する方針について（昭和４５年１月８日局

長通達）」に則り協議した結果に基づくものとする。 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物の用途の 

制限 

 

建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、次の各号 

に掲げる建築物は、建築してはならない。 

 (１)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの 

 (２)カラオケボックスその他これに類するもの 

 (３)畜舎 

 (４)建築基準法施行令第 130 条の３第４号及び第５号に掲げるもの 

 (５)卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他  政

令第 130 条の２の２で定める処理施設の用途に供する建築物 

 (６)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第  

１項、同条第６項から第 11 項及び第 13 項までに規定する営業の  

用に供するもの 

 (７)老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

 (８)自動車教習所 

敷地面積の 

最低限度 

1,000 ㎡（ただし、公共の用に供するものについては、この限りでは

ない。） 
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５．解説 

建築物の敷地面積の制限について（条例第６条第１項） 

・基準日以降に敷地を分割し最低限度を下回った場合は、建築物を建築することは

できなくなるため、分筆の際はご留意ください。 

・基準日以降に最低限度を下回った土地の売買や相続等をする場合、譲渡後に開発

及び建築できない場合がありますので、事前にご相談ください。 

 

【例１】敷地面積が最低敷地面積以上の１つの土地を分割して建築する場合 

〈基準日以降〉最低敷地面積：1,000 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例２】同一地権者が所有する隣接する複数の土地を売買して建築する場合 

〈基準日以降〉最低敷地面積：1,000 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有者Ｃ

1,200 ㎡ 

建築可 

 

  

 

 

 分割前

2,500 ㎡ 

分割 

分割 

1,000 ㎡ 1,500 ㎡ 

建築可 建築可 

 

分割前

1,900 ㎡ 
 

700 ㎡ 

 

 建築可 
建築 

不可 

1,200 ㎡ 

 

所有者Ａ

1,200 ㎡ 

所有者Ａ 

900 ㎡ 

 

所有者Ｂ

900 ㎡ 

建築不可 

 

売買 

所有者Ａ 

900 ㎡ 

所有者Ａ

1,100 ㎡ 

  

 

所有者Ｂ 

900＋100 ㎡ 

建築可 

 

所有者Ｃ

1,100 ㎡ 

建築可 

100 ㎡ 

分筆 

売買 
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建築物の敷地面積の制限の適用除外について（条例第６条第２項、第３項） 

・基準日前から敷地面積の規定に適合していない敷地であれば、敷地面積の制限は適

用されません。 

・基準日後に公共事業の施行により敷地面積が減少し、敷地面積の規定に適合しなく

なった場合は、敷地面積の制限は適用されません。 

【例１】基準日に建築物の敷地として利用していた場合（条例第６条第２項） 

最低敷地面積：1,000 ㎡の場合 

 

 基準日前の敷地制限に適合していれば、適用除外となります。 

（ただし、新築・増築・改築等を行う場合は、その他の規定は地区計画の制限を満たす必

要あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例２】基準日に建築物のない土地の権利（所有権、賃借権、地上権等）を有していた場合 

※周囲に同一権利者の所有地なし（条例第６条第２項） 

最低敷地面積：1,000 ㎡の場合 

 

① 敷地面積の最低限度未満である土地に建築物を建築しても適用除外となります。 

（ただし、新築する際は、その他の規定は地区計画の制限を満たす必要あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地権者 A 
（※地権者Ｂ） 

基準日 

 

※土地の所有権を移転しても建築可 

※土地の所有権を移転しても建築可 

基準日 

 

敷地面積 

900 ㎡ 

地権者Ａ 

既存 

建築物 

敷地面積 

900 ㎡ 

地権者 A 
（※地権者Ｂ） 

 
新築 

地権者Ａ 

敷地面積 

900 ㎡ 

敷地面積 

900 ㎡ 

新築 

【適用除外】 

【適用除外】 
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② 敷地面積の最低限度以上であったが、その後分筆し、基準日においては敷地面積の最 

低限度未満の敷地となっていた場合でも、周囲に同一権利者の所有地がなければ建築物

を建築しても適用除外となります。 

（ただし、新築する際は、その他の規定は地区計画の制限を満たす必要あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例３】公共事業の施行により敷地面積が減少し、敷地面積規定に適合しなくなった場合 

※周囲に同一権利者の所有地なし（条例第６条第３項） 

最低敷地面積：1,000 ㎡の場合 

 基準日後に公共事業の施行により建築物の敷地面積が最低敷地面積未満に減少した敷

地に建築物を建築しても適用除外となります。 

（ただし、新築する際は、その他の規定は地区計画の制限を満たす必要あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積 

1,800 ㎡ 

敷地面積 

900 ㎡ 

敷地面積 

900 ㎡ 

敷地面積 

900 ㎡ 

敷地面積 

900 ㎡ 

地権者Ａ 

基準日 

 
地権者Ｂ 地権者Ｃ 

地権者 B 
（※地権者 D） 

 

地権者 C 
（※地権者 E） 

 

新築 新築 

※土地の所有権を移転しても建築可 

分筆 

敷地面積 

1,300 ㎡ 

地権者Ａ 

基準日 

 

事業施行日 

 

敷地面積 

900 ㎡ 

 ㎡ 

400 ㎡減 

【適用除外】 

新築 

【適用除外】 【適用除外】 

※土地の所有権を移転しても建築可 

※周囲に同一権利者の所有地があ
り、P30【例２】の状態になっ
た場合は、適用除外として扱え
ません。 

地権者 A 
（※地権者 B） 

 

土地 

収用 

400

㎡ 
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建築物の敷地面積の制限の適用除外の対象外になる場合について
（条例第６条第２項第１号・第２号、第３項第１号・第２号） 

次のいずれかに該当する場合は、敷地面積の最低限度の適用除外となりません。 

【例１】敷地面積規定が改正された時点で、改正前の敷地面積規定に違反していた場合 

（条例第６条第２項第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例２】既存不適格として最低敷地面積の適用除外の土地であったが、敷地面積の増加等により敷地

面積規定に適合することとなった場合（条例第６条第２項第２号） 

最低敷地面積：1,000 ㎡の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積 

1,500 ㎡ 

改正後 
最低敷地面積 

1,200 ㎡ 

改正前 
最低敷地面積 

1,000 ㎡ 

基準日 

 

基準日 

（改正） 

600 ㎡減 敷地面積 

900 ㎡ 

【違反】 【適用除外対象外】 

敷地面積の減少により既に
違反している 

 

基準日 

 
敷地面積 

900 ㎡ 

【適用除外】 
↓ 

【既存不適格】 

敷地面積 

900 ㎡ 

600 ㎡増 

【適合】 

敷地面積 

1,500 ㎡ 

【適用除外対象外】 

敷地面積 

900 ㎡ 

600 ㎡減 

敷地面積の増加により適合
することとなった 

 

一度適合した敷地 
は適用除外の対象外 
となる 

 

既に違反している敷地は、
適用除外の対象外となる 

 

敷地面積 

900 ㎡ 

※土地の所有権だけでなく、賃借
権、地上権等を有する土地による
敷地面積の適合も含む 
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【例３】公共事業の施行による敷地面積の減少以前に敷地面積規定に違反していた場合 

（条例第６条第 3 項第１号） 

最低敷地面積：1,000 ㎡の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例４】公共事業の施行により既存不適格として最低敷地面積の適用除外の土地であったが、敷地面

積の増加等により敷地面積規定に適合することとなった場合（条例第６条第 3 項第２号） 

最低敷地面積：1,000 ㎡の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積 

1,500 ㎡ 

敷地面積 

900 ㎡ 

敷地面積 

800 ㎡ 

事業施行日 

 

600 ㎡減 

【違反】 【適用除外対象外】 

敷地面積の減少によ 
り既に違反している 

 

既に違反している 
敷地は適用除外の 
対象外となる 

100 ㎡減 

基準日 

 

敷地面積 

1,500 ㎡ 

600 ㎡増 

【適合】 

【適用除外】 
↓ 

【既存不適格】 

敷地面積 

900 ㎡ 

敷地面積の増加により適合 
することとなった 

 

一度適合した敷地は 
適用除外の対象外となる 

 

敷地面積 

1,500 ㎡ 

600 ㎡減 

事業施行日 

 

【適用除外対象外】 

敷地面積 

900 ㎡ 

600 ㎡減 

基準日 

※土地の所有権だけでなく、賃借
権、地上権等を有する土地による
敷地面積の適合も含む 
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壁面の位置の制限の適用除外について（条例第７条第２項） 

次のいずれかに該当する場合は、壁面の位置の制限の適用除外となります。 

【明和入ヶ谷工業団地地区 B 地区 県道矢島大泉線に面する部分】 

《壁面の位置の制限 敷地境界線まで４m（高さ 10m 未満の建築物にあっては 2m）》 

① 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が 10 

㎡以下のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②軒の高さが 2.3ｍ以下の車庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 出窓等で、外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さが 3m 以下のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3ｍ以下 

横架材の天端 

物置等 

 10 ㎡以内 

0.5m 
敷地境界 

県道矢島大泉線 

建築物 

 高さ 10m 以上 

4.0m 

物置等 

ア 

イ 

ウ 

壁面後退線 

敷地境界線 

ア+イ+ウ≦3.0m 外壁中心線 

2.3ｍ以下 

横架材の天端 
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【明和町役場庁舎周辺地区】 

《壁面の位置の制限 道路境界線まで２m、隣地境界線まで１ｍ》 

① 守衛室、自転車駐車場、玄関ポーチその他これらに類するもので階数が１のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

建築物の高さの最高限度ついて（条例第８条） 

建築物の高さとは、地盤面から建築物の最も高い部分までの高さをいいます。 

（建築基準法施行令第２条第１項第６号） 
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建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合 
（建築基準法第 68 条の８、条例第９条） 
 

 内容 適用 

第３条 建築物の用途の制限 敷地の過半が属する地区の規定を適用 

（条例第９条第１項） 

第４条 建築物の容積率の制限 面積按分（建築基準法第 68 条の８） 

第５条 建築物の建ぺい率の制限 面積按分（建築基準法第 68 条の８） 

第６条 建築物の敷地面積の制限 敷地の過半が属する地区の規定を適用 

（条例第９条第１項） 

第７条 建築物の壁面の位置の制限 建築物の部分ごとに区域の制限を受ける 

（条例第９条第４項） 

第８条 建築物の高さの最高限度 建築物の部分ごとに区域の制限を受ける 

（条例第９条第４項） 

※地区計画のない市街化調整区域を含む場合は、都市計画法の適否について太田土木事務

所へご相談ください。 

 

 

【例】建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合の「建築物の用途の制限」（条例

第３条）及び「建築物の敷地面積の制限」（条例第 6 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画区域内 

 

「建築物の用途の制限」及び

「建築物の敷地面積の制限」の

規定において敷地の過半となる

敷地の割合 60％を占める地区

計画区域内の規定が適用されま

す。 

地区計画区域外 

地区計画区域内 

３００㎡（６０％） 

地区計画区域外 

２００㎡（４０％） 
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建築物の敷地が地区計画を定めた２以上の地区にわたる場合 
（建築基準法第 68 条の８、条例第９条） 
 

条例 内容 適用 

第３条 建築物の用途の制限 敷地の過半が属する地区の規定を適用 

（条例第９条第２項） 

第４条 建築物の容積率の制限 面積按分（条例第９条第３項） 

第５条 建築物の建ぺい率の制限 面積按分（条例第９条第３項） 

第６条 建築物の敷地面積の制限 敷地の過半が属する地区の規定を適用 

（条例第９条第２項） 

第７条 建築物の壁面の位置の制限 建築物の部分ごとに区域の制限を受ける 

（条例第９条第４項） 

第８条 建築物の高さの最高限度 建築物の部分ごとに区域の制限を受ける 

（条例第９条第４項） 

 

 

 

【例】建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合の「建築物の容積率の制限」（条

例第４条）及び「建築物建ぺい率の制限」（条例第５条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 地区計画区域 
建ペイ率 60％ 
容積率 150％ 

 

B 地区計画区域 
建ペイ率 70％ 
容積率 200％ 

「建築物の容積率の制限」及び「建築

物の建ペイ率の制限」の規定において

それぞれの区域の面積割合で按分する

加重平均の規定が適用されます。 

A 地区計画区域 

３００㎡ 

B 地区計画区域 

２００㎡ 

【容積率の算出】 
300 ㎡×150％＋200 ㎡×200％＝850 ㎡ 
850 ㎡÷500 ㎡＝170％ 

 

【建ぺい率の算出】 
300 ㎡×60％＋200 ㎡×70％＝320 ㎡ 
320 ㎡÷500 ㎡＝64％ 
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既存不適格建築物について（条例第 10 条） 

 既存不適格建築物とは、建築当時は適法に建築されていたが、その後の法改

正により、現在の法律等に適合しなくなっている建築物のことです。 

 基準日において、既にある建築物（工事中を含む）の敷地については建築基

準法第３条第２項の規定により、建築物の用途の制限（条例第３条）の規定の

適用は受けないため、そのままの形態で使用することに問題はありません。 

 

 

用途に対して既存不適格建築物でも増築・改築は可能か？  
（条例第 10 号第１項第１号～第５号） 
 

建築物の用途の制限（条例第３条）が定められている地区の既存不適格建築物につ

いては、次の条件の範囲内で増築又は改築する場合において、建築物の用途の制限は

適用しません。 

 

【条件１】増築または改築が基準日における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後にお

ける容積率及び建ぺい率が法第 52 条第１項、第２項、法第５３条の規定内である。 

    （条例第１０条第１項第１号） 

例：【明和町役場周辺地区】≪容積率 200％・建ぺい率６0％≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積 

５００㎡ 

容積率  60％ 

建ぺい率 40％ 

容積率  70％ 

建ぺい率 61％ 

敷地面積 

５００㎡ 

容積率  65％ 

建ぺい率 55％ 

敷地面積 

５００㎡ 

基準日 

 

増築不可 増築可 

 

同用途の増築 

建ぺい率が適合していない 
ため不可 

基準日前から適法な建築物 
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【条件２】増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の合計の 1.2 倍を超えないこと。 

    （条例第１０条第１項第２号） 

例：【明和町役場周辺地区】≪容積率 200％・建ぺい率６0％≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【条件３】建築物の一部分が適合していない用途である場合は、その適合していない用途部分の床

面積の合計が 1.2 倍を超えないこと。（条例第１０条第１項第３号） 

例：【明和町役場周辺地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積 200 ㎡ 

基準日 

 

同用途の増築 

床面積 280 ㎡ 

（1.4 倍） 
床面積 240 ㎡ 

（1.2 倍） 

増築不可 

敷地面積 

５００㎡ 

敷地面積 

５００㎡ 

敷地面積 

５００㎡ 

増築可 

 

床面積が 1.2 倍を超
えるため 

敷地面積 

５００㎡ 

敷地面積 

５００㎡ 

敷地面積 

５００㎡ 

基準日 

 

増築不可 増築可 

 

増築 

用途不適合の床面積が 
1.2 倍を超えるため 

基準日前から適法な建築物 

適合用途 
（200 ㎡） 

不適合用途 

（50 ㎡） 

適合用途 
（210 ㎡） 

不適合用途 

（90 ㎡） 

不適合床面積 

（1.8 倍） 

適合用途 
（225 ㎡） 

不適合用途 
（55 ㎡） 

不適合床面積 

（1.1 倍） 
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【条件４】原動機の出力数等が既存不適格建築物の理由となっている場合は、増築・改築後の出力

等は、基準時の出力の 1.2 倍を超えないこと。（条例第１０条第１項第４号） 

例：【明和町役場周辺地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【条件５】用途の変更を伴わないこと。（条例第１０条第１項第５号） 

建築基準法施行令第１３７条の１８第１項に規定する範囲の用途の変更であれば適用除外となる。 

〔参考〕 

（建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途） 

第百三十七条の十八 法第八十七条第一項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築

物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途

とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地

域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する

建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある

場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合に

ついては、この限りでない。 

一 劇場、映画館、演芸場 

二 公会堂、集会場 

三 診療所（患者の収容施設があるものに限る。）、児童福祉施設等 

四 ホテル、旅館 

五 下宿、寄宿舎 

六 博物館、美術館、図書館 

七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習 

 場 

八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗 

九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー 

十 待合、料理店 

十一 映画スタジオ、テレビスタジオ 

 

原動機 1.0kw 

基準日 

 

増築 

原動機 1.3kw 

（1.3 倍） 

原動機 1.1kw 

（1.1 倍） 

増築不可 

敷地面積 

３５０㎡ 

増築可 

 

原動機の出力が 1.2
倍を超えるため。 

敷地面積 

３５０㎡ 

敷地面積 

３５０㎡ 
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既存不適格建築物でも大規模修繕・模様替は可能か？  
（条例第 10 号第２項） 

法第３条第２項の規定により建築物の用途の制限（条例第３条）の規定の適用を受

けない建築物について、用途の変更を伴わない範囲内で大規模の修繕又は大規模の模

様替をする場合においては、法第３条第３項第３号の及び第４号の規定にかかわら

ず、建物の用途の制限（条例第３条）の規定は適用しません。 

 

～用語の解説～ 

増    築 ：床面積を増やす工事 

改    築 ：既存の床面積の 1.2 倍以内で、建て替え等を行う建築工事 

大規模の修繕 ：建築の主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根または階段）の一種

以上について行う過半の修繕 

大規模の模様替：建築の主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根または階段）の一種

以上について行う過半の模様替え 

※増改築は、行う内容によって新築扱いになる場合があるため注意が必要です。 

 

 

壁面の位置の制限に対して既存不適格建築物でも増築・改築は可能
か？ （条例第 10 号第３項第１号・第２号） 
 

壁面の位置の制限（条例第７条）が定められている地区の既存不適格建築物につい
ては、次の条件の範囲内で増築、改築、大規模の修繕・模様替をする場合において、
壁面の位置の制限は適用しません。 

 

【条件１】増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が基準時における敷地内におけるも 

のである。（条例第１０条第３項第１号） 

例：【明和町役場庁舎周辺地区】《壁面の位置の制限 隣地境界線まで 1m》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積 

３００㎡ 

隣地境界 

敷地面積 

５００㎡ 

敷地面積 

３００㎡ 

基準日 

 

増築不可 増築可 

 

増築 

敷地増を伴う増築のである
ため不可。 

既存 

建築物 

0.5m 

既存 

建築物 

増築 

隣地境界 

0.5m 0.5m 

隣地境界 

基準時以前の敷地内での増
築であるため、壁面の制限
が緩和される。 
 

既存 

建築物 

増築 
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【条件２】増築又は改築に係る部分が壁面の位置の制限（条例第７条）を受ける部分を含まな 

いものであること。（条例第１０条第３項第２号） 

例：【明和町役場庁舎周辺地区】 

《壁面の位置の制限 隣地境界線まで 1m、道路境界線まで２ｍ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準日 

 

増築 

増築不可 増築可 

 隣地境界 

既存 

建築物 
2.0m 

隣地境界 

既存 

建築物 

0.5m 

増 
築 

増築する建築物が新たに壁
面の制限に違反する建築物
となる。 

隣地境界 

既存 

建築物 

増 
築 

2.0m 

0.8m 

2.0m 

敷地面積 

３００㎡ 

敷地面積 

３００㎡ 

建築する建築物が新たな違
反建築物とならない。 

道路境界 

４m 

道路境界 道路境界 

敷地面積 

３００㎡ 



43 
 

６．罰則について（条例第 13 条） 

地区計画の実効性を確保するため、地区計画区域内において建築物等を建築する際

に「明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」の内容に違反する者

に対する罰則を規定しています。 

 

【内容】 

 次の各号のいずれかに該当する者は、10 万円以下の罰金に処する。 

（１） 条例第３条における建築物の用途の制限、条例第６条における建築物の敷地面

積の最低限度の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

 

（２） 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を分割したことにより、条例第 6

条における建築物の敷地面積の制限の規定に違反することとなった場合におけ

る当該敷地の所有者、管理者又は占有者 

 

（３） 条例第４条における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、条例第５条に

おける建築物の建築面積の敷地面積に対する割合、条例第７条１項の建築物の

壁面の位置の制限、又は条例第８条の建築物の高さの最高限度の規定に違反し

た場合における当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又

は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施

工者） 

 

（４） 工事を伴わずに用途を変更する場合において、条例第３条における建築物の用

途の制限の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有

者 

 

 

※違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰する

ほか、当該建築主に対して同様の罰金刑を科する。（条例第 13 条第２項） 

 

※法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が違反行為を行

った場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同様の罰

金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業員の当該違反行為

を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明が

あったときは、その法人又は人については、この限りではない。（条例第 13 条３項） 

 

 

 

 



44 
 

７．Q＆A 

 ◆各地区の基準日は、１ページに記載の「２.各地区計画の概要」をご参照ください。 

 

項 目 問 回 答 

開発 

 

道路境界、隣地境界の確定は必要

か？ 

壁面の位置の制限（条例第７条）が

ある地区では、必要となります。 

開発 「明和矢島大佐貫地区地区計画」

の条例施行後に明和矢島大佐貫地

区地区計画区域内で地区計画に合

致しない内容で、都市計画法第３４

条第１２号による大規模指定既存

集落の開発行為の許可申請をする

場合は、開発不可か？ 

地区計画に合致しないのであれば、

都市計画法第３３条第１項第５号及び

同法第３４条第１０号に抵触すること

となるため、原則開発許可を受けるこ

とはできません。なお、令和６年３月

３１日に「佐貫地区 矢島」の大規模指

定既存集落は廃止になりました。 

開発 「明和矢島大佐貫地区地区計画」

の区域内において、複数区域の宅地

分譲（建売分譲 or 土地分譲）を行い

たい。開発行為により、開発道路を

築造することは可能か？ 

想定建築物の用途が確定していて、

開発行為の内容が、都市計画法第３３

条の技術基準及び同法第３４条の地区

計画の内容に適合し、同法２９条の開

発行為の許可を受けるものであれば可

能です。なお、都市計画法第３３条及

び同法第３４条への適合については町

都市建設課、その他については太田土

木事務所へお問い合わせください。 

【手引き P４～P５参照】 

開発 「明和矢島大佐貫地区地区計画」

の区域内において、複数区域の宅地

分譲（建売分譲 or 土地分譲）を目的

として農地転用を行うことは可能

か？ 

農地転用の可否については、町農業

委員会へご確認ください。 

開発 一般住宅として開発行為の許可

を受けた土地分譲地に店舗兼用住

宅や店舗を建築することは可能

か？ 

都市計画法第４２条の建築等の制限

があるため、用途変更の手続きが必要

となります。なお、変更後の用途は地

区計画の内容に適合している必要があ

るため、あらかじめ町都市建設課及び

太田土木事務所へご相談ください。 

建築 

 

開発許可と建築確認が地区計画

の基準日を跨いでいた場合につい

て、手続きはどうなるのか？ 

① 確認済証交付・着工共に基準日の前 

→条例に適合していなくても建築 

可。ただし、条例に適合していな 
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地区計画の基準日前に、都市計画法

第 34 条第 12 号の開発許可を受け

ており、基準日後に建築確認申請を

行う場合。 

①建築確認が条例に適合している

場合は建築可。 

②建築確認が条例に適合していな

い場合は建築不可。 

という考えでよいか？ 

い部分は既存不適格となります。 

② 確認済証交付は基準日前、着工は基

準日後 

→着工時点の法令、条例が適用され 

るので、条例に適合していない確 

認申請の場合は建築不可。この場 

合、改めて確認申請又は計画変更 

確認申請が必要となります。 

※『着工』とは 

造成工事後の建物基礎工事に係る掘

削からを『着工』とみなします。 

※長期優良住宅の認定について 

地区計画に適合しない場合は認定で 

きません。 

建築 

 

基準日前に建築確認済みとなり、

工事着工している場合、建築中に建

築確認済み内容に変更が生じた際

は、既存不適格建築物となり、条例

の適用除外に従う範囲内で変更が

可能となるということでよいか？ 

既存不適格建築物とは、基準日前に、

制限に適合しない形で確認を取得し着

工した場合の建築物を言います。 

基準日後に計画の変更をしようとする

もので、増改築、大規模修繕模様替、用

途変更を伴う場合は、条例に適合させ

る必要があります。 

建築 「明和矢島大佐貫地区地区計画」

の区域内において、分家要件で開発

行為の許可を受けた場合でも、建ぺ

い率・容積率などの条例の制限に従

うのか？ 

 

そのとおりです。地区計画区域内で

建築物を建築する場合は、開発行為の

許可の要件に適合した上で、かつ条例

に則った建築物である必要がありま

す。 

手続き 

 

地区計画の届出をする際に、土地

の区画形質の変更と建築の両方該

当する場合は、まとめて１つの届出

でよいか？ 

１つの届出で問題ありません。土地

の区画形質の変更や、建築物の新築等、

複数の工事（行為）がある場合は、最も

早い工事（行為）着手の 30 日前まで

に町に届出を行ってください。なお、

建築確認申請などに変更が生じた場合

は、町にも地区計画の変更の届出が必

要です。 
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○明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 

令和元年９月５日 

条例第５号 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」とい

う。）第68条の２第１項の規定に基づき、地区計画の区域（以下「地区計画

区域」という。）内における建築物に関する条例を定めることにより、適正

な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。 

（適用区域） 

第２条 この条例は、別表第１に掲げる区域に適用する。 

（建築物の用途の制限） 

第３条 前条の区域内においては、別表第２の区域に応じ、それぞれ同表ア欄

に掲げる建築物を建築してはならない。 

（建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合） 

第４条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第２の区域に応

じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。 

（建築物の建築面積の敷地面積に対する割合） 

第５条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第２の区域に応

じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。 

（建築物の敷地面積の制限） 

第６条 建築物の敷地面積は、別表第２の区域に応じ、それぞれ同表エ欄に掲

げる数値以上でなければならない。 

２ 前項の規定（以下この条において「敷地面積規定」という。）の施行又は

適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積規定に適

合しないもの又は現に存する所有者その他の権利に基づいて建築物の敷地と

して使用するならば敷地面積規定に適合しないこととなる土地について、そ

の全部を一の敷地として使用する場合においては、敷地面積規定は適用しな
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い。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでな

い。 

(１) 敷地面積規定の改正（敷地面積規定を廃止すると同時に新たにこれに 

相当する規定を制定する場合を含む。）がされた場合における当該改正後 

の敷地面積規定の施行又は適用の際、当該改正前の敷地面積規定に違反し 

ている建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし 

て使用するならば当該改正前の敷地面積規定に違反することとなった土地 

(２) 敷地面積規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権 

利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に適合する 

に至った土地 

３ 法第86条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減

少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土

地で敷地面積規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利

に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に適合しないこ

ととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合において

は、敷地面積規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

土地については、この限りでない。 

(１) 法第86条の９第１項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少し

た際、当該敷地面積の減少がなくとも敷地面積規定に違反していた建築物

の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するな

らば敷地面積規定に違反することとなった土地 

(２) 敷地面積規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権

利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に適合する

に至った土地 

（建築物の壁面の位置の制限） 

第７条 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面か

ら道路境界線、隣地境界線等までの距離は、別表第２の区域に応じ、それぞ

れ同表オ欄（ア）の区分に従い、それぞれ同欄（イ）に掲げる数値以上でな

ければならない。 

２ 前項の規定は、別表第３の区域に応じ、それぞれ同表で定める建築物の部
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分については、適用しない。 

（建築物の高さの最高限度） 

第８条 建築物の高さは、別表第２の区域に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる

数値又は基準以下でなければならない。 

（建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合等の措置） 

第９条 建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合においては、その敷

地の過半が当該地区計画区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全

部について、第３条及び第６条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区

計画区域の外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、こ

れらの規定を適用しない。 

２ 建築物の敷地が別表第２に規定する地区計画区域内の各地区（以下この条

において「地区」という。）の２以上にわたる場合においては、当該建築物

又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する地区に係る第３条及

び第６条の規定を適用する。 

３ 建築物の敷地が２以上の地区にわたる場合においては、第４条及び第５条

の規定は、制限を受ける区域内に存する当該建築物の部分又はその敷地の部

分について、これらの規定をそれぞれ適用する。 

４ 建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合又は２以上の地区にわた

る場合においては、前２条の規定は、制限を受ける区域内に存する当該建築

物の部分又はその敷地の部分について、これらの規定をそれぞれ適用する。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第10条 法第３条第２項（法第86条の９第１項において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）の規定により第３条の規定の適用を受けない建

築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築する場合にお

いては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第３条の規

定は適用しない。 

（１） 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により第３条の規定
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の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き

第３条の規定（同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を

含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項及び第３項にお

いて同じ。）における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後

における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それ

ぞれ法第52条第１項又は第２項及び第７項並びに法第53条の規定に適合す

ること。 

（２） 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を

超えないこと。 

（３） 増築後の第３条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床

面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えな

いこと。 

(４) 第３条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容

  器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量

  の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を

  超えないこと。 

(５) 用途の変更（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「政

令」という。）第137条の18第１項に規定する範囲内のものを除く。）を

伴わないこと。 

２ 法第３条第２項の規定により第３条の規定の適用を受けない建築物につい 

て、前項第５号に定める範囲内で大規模の修繕又は大規模の模様替をする場 

合においては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第３ 

条の規定は、適用しない。 

３ 法第３条第２項の規定により第７条の規定の適用を受けない建築物につい

て、次に掲げる範囲内で増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をす

る場合においては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、

第７条の規定は、適用しない。 

(１) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が基準時における敷

  地内におけるものであること。 

(２) 増築又は改築に係る部分が第７条の制限を受ける部分を含まないも 

のであること。 
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（公益上必要な建築物の特例） 

第11条 町長が公益上必要な建築物で用途又は構造上やむを得ないと認め許可

したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、第３条から

第８条までの規定は適用しない。 

２ 町長は、前項に規定する許可をする場合においては、あらかじめ、明和町

都市計画審議会の意見を聴かなければならない。 

（委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

（罰則） 

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 

（１） 第３条又は第６条の規定に違反した場合（次の各号に規定する場合

を除く。）における当該建築物の建築主 

（２） 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことによ

り、第６条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有

者、管理者又は占有者 

（３） 第４条、第５条、第７条第１項又は第８条の規定に違反した場合に

おける当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設

計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施

工者） 

（４） 法第87条第２項において準用する第３条の規定に違反した場合にお

ける当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

２ 前項第３号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故

意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該

建築主に対して同項の罰金刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその

法人又は人の業務に関して、前２項の違反行為をした場合においては、その

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の罰金刑を科する。た
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だし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止す

るため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があ

ったときは、その法人又は人については、この限りではない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年12月６日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

    附 則（令和６年３月５日条例第14号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年６月４日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

区域の名称 区域の範囲 

明和入ヶ谷南工業団地地

区 

平成31年１月25日明和町告示第２号により地区計画

が定められた区域 

川俣駅周辺地区 令和４年８月24日明和町告示第78号により地区計画

が定められた区域 

明和町役場庁舎周辺地区 令和２年12月25日明和町告示第96号により地区計画

が定められた区域 

明和東部工業団地地区 令和４年８月24日明和町告示第77号により地区計画

が定められた区域 

明和矢島地区 令和４年８月24日明和町告示第79号により地区計画

が定められた区域 

明和矢島大佐貫地区 令和６年４月１日明和町告示第42号により地区計画

が定められた区域 
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明和大輪中工業団地地区 令和６年５月21日明和町告示第61号により地区計画

が定められた区域 

別表第２（第３条―第８条関係） 

区

域

の

名

称 

ア イ ウ エ オ カ 

建築しては

ならない建

築物 

建築物

の延べ

面積の

敷地面

積に対

する割

合の最

高限度 

建築物

の建築

面積の

敷地面

積に対

する割

合の最

高限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面か

ら道路境界線、隣接境

界線等までの距離の最

低限度 

建築物の高

さの最高限

度 

 （ア） （イ） 

明

和

入

ヶ

谷

南

工

業

団

地

地

区 

A

地

区 

建築物の

用途は、

用途地域

の制限を

受けるも

のに加

え、別に

定める建

築物は建

築しては

ならな

い。（注

―１） 

  1,000m

２ 

（ただ

し、公

共の用

に供す

るもの

につい

ては、

この限

りでは

な

い。） 

A

地

区 

  A

地

区 

 

B

地

建築物の

用途は、

B

地

県道矢島

大泉線に

４m 

(2m) 

B

地

地盤面

から20m 
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区 用途地域

の制限を

受けるも

のに加

え、別に

定める建

築物は建

築しては

ならな

い。（注

―２） 

区 面する部

分におい

て建築物

の外壁等

の面から

敷地境界

線 

（高さ10m

未満の建

築物） 

区 

川

俣

駅

周

辺

地

区 

 建築物の

用途は、

用途地域

の制限を

受けるも

のに加

え、別に

定める建

築物は、

建築して

はならな

い。（注

―３） 

       25m以下 

明

和

町

 別に定め

る建築物

以外は建

10分の

20 

10分の

６ 

  (1)建築物

の外壁又

はこれに

２m 

１m 

 25m 
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役

場

庁

舎

周

辺

地

区 

築しては

ならな

い。（注

―４） 

代わる柱

の面から

道路境界

線までの

距離 

(2)建築物

の外壁又

はこれに

代わる柱

の面から

隣地境界

線までの

距離 

明

和

東

部

工

業

団

地

地

区 

A

地

区 

建築物の

用途は、

用途地域

の制限を

受けるも

のに加

え、別に

定める建

築物は、

建築して

はならな

い。（注

―５） 

  1,000m

２（た

だし、

公共の

用に供

するも

のにつ

いて

は、こ

の限り

ではな

い。） 

     

B 建築物の
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地

区 

用途は、

用途地域

の制限を

受けるも

のに加

え、別に

定める建

築物は、

建築して

はならな

い。（注

―６） 

明

和

矢

島

地

区 

A

地

区 

建築物の

用途は、

用途地域

の制限を

受けるも

のに加

え、別に

定める建

築物は、

建築して

はならな

い。（注

―７） 

  50,000

m２（た

だし、

公共の

用に供

するも

のにつ

いて

は、こ

の限り

ではな

い。） 

     

B

地

建築物の

用途は、

1,000m

２（た
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区 用途地域

の制限を

受けるも

のに加

え、別に

定める次

の各号に

掲げる建

築物は、

建築して

はならな

い。（注

―８） 

だし、

公共の

用に供

するも

のにつ

いて

は、こ

の限り

ではな

い。） 

明

和

矢

島

大

佐

貫

地

区 

A

地

区

 

住

宅

地

区 

 

別に定め

る建築物

以外は、

建築して

はならな

い。（注

―９） 

10分の

15 

10分の

６（た

だし、

群馬県

建築基

準法施

行細則

（昭和

58年群

馬県規

則第48

号）第

19条の

規定に

より知

事が指

定する

敷地の

260㎡    A

地

区 

10m 
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内にあ

る建築

物につ

いて

は、10

分の

７） 

 B

地

区

 

生

活

利

便

施

設

誘

導

地

区 

 

別に定め

る建築物

以外は、

建築して

はならな

い。（注

―10） 

10分の

20 

10分の

６（た

だし、

群馬県

建築基

準法施

行細則

（昭和

58年群

馬県規

則第48

号）第

19条の

規定に

より知

事が指

定する

敷地の

内にあ

る建築

物につ

いて

は、10

分の

７） 

 

500㎡

（ただ

し、

（注―

10）

（１）

に掲げ

る建築

物は26

0㎡と

する）

  

 

   
B

地

区 

 

12m 
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明

和

大

輪

中

工

業

団

地

地

区 

 建築物の

用途は、

用途地域

の制限を

受けるも

のに加

え、別に

定める建

築物は、

建築して

はならな

い。（注

―11） 

  1,000m
２（た

だし、

公共の

用に供

するも

のにつ

いて

は、こ

の限り

ではな

い。） 

   
 

 

（注―１） 明和入ヶ谷工業団地地区A地区において「別に定める建築物」

とは、次の建築物をいう。 

(1) 店舗 

(2) カラオケボックス等 

(3) 畜舎 

(4) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店

等で作業場の床面積が50m２以下 

(5) 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場又は廃棄物処

理施設等の処理施設 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項、

同条第６項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの 

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設等 

(8) 自動車教習所 

（注―２） 明和入ヶ谷工業団地地区B地区において「別に定める建築物」

とは、次の建築物をいう。 

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅 

(2) 店舗 
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(3) ホテル又は旅館 

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング

練習場等 

(5) カラオケボックス等 

(6) 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 

(7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

(8) キャバレー、ダンスホール等、個室付き浴場等 

(9) 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校 

(10) 大学、高等専門学校、専修学校等 

(11) 図書館等 

(12) 病院 

(13) 公衆浴場又は診療所 

(14) 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 

(15) 老人福祉センター、児童厚生施設等 

(16) 自動車教習所 

(17) 畜舎 

(18) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店

等で作業場の床面積が50m２以下 

(19) 危険性又は環境を悪化させる恐れがやや多い工場 

(20) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理の量がやや多い施設 

(21) 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場又は廃棄物処

理施設等の処理施設 

(22) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項、

同条第６項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの 

（注―３） 川俣駅周辺地区において「別に定める建築物」とは、次の建築

物をいう。 

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130
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条の６の２で定める運動施設 

(2) カラオケボックスその他これに類するもの 

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 

(4) 自動車教習所 

(5) 倉庫業を営む倉庫 

(6) 畜舎 

(7) 自動車修理工場 

（注―４） 明和役場庁舎周辺地区において「別に定める建築物」とは、次

の建築物をいう。 

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの 

(2) 体育館 

(3) 水泳場 

(4) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物 

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

(6) 公衆便所、休憩所、公衆電話所 

(7) 前各号の建築物に附属するもの 

（注―５） 明和東部工業団地地区A地区において「別に定める建築物」と

は、次の建築物をいう。 

(1) 店舗その他これらに類する用途に供するもの 

(2) カラオケボックスその他これに類するもの 

(3) 畜舎 

(4) 政令第130条の３第４号及び第５号に掲げるもの 

(5) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令

第130条の２の２で定める処理施設の用途に供する建築物 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項、

同条第６項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの 
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(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

(8) 自動車教習所 

（注―６） 明和東部工業団地地区B地区において「別に定める建築物」と

は、次の建築物をいう。 

(1) 店舗その他これらに類する用途に供するもの 

(2) カラオケボックスその他これに類するもの 

(3) 畜舎 

(4) 政令第130条の３第４号及び第５号に掲げるもの 

(5) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項、

同条第６項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの 

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

(8) 自動車教習所 

（注―７） 明和矢島地区A地区において「別に定める建築物」とは、次の

建築物をいう。 

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 

(3) ホテル又は旅館 

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもののう

ち政令第130条の６の２で定める運動施設 

(5) カラオケボックスその他これに類するもの 

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 

(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これ

に類する政令第130条の７の３で定めるもの 

(8) キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

(9) 学校、図書館その他これらに類するもの 
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(10) 病院または診療所 

(11) 寺院、教会その他これらに類するもの 

(12) 公衆浴場 

(13) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

(14) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

(15) 自動車教習所 

(16) 政令130条の５第４号で定める畜舎 

(17) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令

第130条の２の２で定める処理施設の用途に供する建築物 

(18) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項、

同条第６項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの 

（注―８） 明和矢島地区B地区において「別に定める建築物」とは、次の

建築物をいう。 

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に

供する部分の床面積の合計が10,000m２以上のもの 

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもののう

ち政令第130条の６で定める運動施設 

(5) カラオケボックスその他これに類するもの 

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 

(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これ

に類する政令第130条の７の３で定めるもの 

(8) キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

(9) 学校、図書館その他これらに類するもの 

(10) 病院または診療所 
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(11) 寺院、協会その他これらに類するもの 

(12) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

(13) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

(14) 自動車教習所 

(15) 政令130条の５第４号で定める畜舎 

(16) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令

第130条の２の２で定める処理施設の用途に供する建築物 

(17) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項、

同条第６項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの 

（注―９）明和矢島大佐貫地区A地区において「別に定める建築物」とは、 

 次の建築物をいう。 

（1） 法別表第２（ろ）項に掲げる建築物 

（2） 政令第130条の５の３第３号に掲げる建築物の用途に供するもので 

その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの（３階以上の

部分をその用途に供するものを除く。） 

（注―10）明和町矢島大佐貫地区B地区において「別に定める建築物」と

は、次の建築物をいう。 

（1） 法別表第２（ろ）項に掲げる建築物  

（2） 政令第130条の５の３第２号に掲げる建築物の用途に供するもので

その用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡未満のもの（３階以上

の部分をその用途に供するものを除く。） 

（3） 政令第130条の５の３第３号に掲げる建築物の用途に供するもので 

その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの（３階以上の

部分をその用途に供するものを除く。） 

（注―11）明和大輪中工業団地地区において「別に定める建築物」とは、次

の建築物をいう。 

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの 
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(2) カラオケボックスその他これに類するもの 

(3) 畜舎 

(4) 政令第130条の３第４号及び第５号に掲げるもの 

(5) 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令第

130条の２の２で定める処理施設の用途に供する建築物 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項、

同条第６項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するも

の 

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

(8) 自動車教習所 

別表第３（第７条関係） 

区域の名称 建築物の部分 

明和入ヶ谷南工業団地地区 A地区  

B地区 (1) 物置その他これに類する用途に供

するもので、軒の高さが2.3m以下で、

かつ、床面積の合計が10m２以下のもの 

(2) 軒の高さが2.3m以下の車庫 

(3) 出窓等で、外壁又はこれに代わる

柱の中心線の長さが３m以下のもの 

明和町役場庁舎周辺地区 守衛所、自転車駐車場、玄関ポーチその

他これらに類するもので階数が１のもの 

 


